
参 考 資 料 

四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

別表第１（第６条） 別表第１（第６条） 

種別 取扱区分 手数料 

可燃ごみ 市長が指定する袋（以下

「指定ごみ袋」という。） 

容量が45リットル相当

のもの１枚につき 54

円 

容量が30リットル相当

のもの１枚につき 36

円 

容量が20リットル相当

のもの１枚につき 24

円 

容量が10リットル相当

のもの１枚につき 12

円 

容量が５リットル相当

のもの１枚につき ６

円 

不燃ごみ （略） （略） 
 

種別 取扱区分 手数料 

可燃ごみ 市長が指定する袋（以下

「指定ごみ袋」という。） 

容量が45リットル相当

のもの１枚につき 54

円 

容量が30リットル相当

のもの１枚につき 36

円 

容量が20リットル相当

のもの１枚につき 24

円 

容量が10リットル相当

のもの１枚につき 12

円 

 

 

 

不燃ごみ （略） （略） 
 

  

 


